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金融庁の「インパクト投資（インパクトファイナンス） 
に関する基本的指針」に係る対応方針を整理 

 
    

株式会社日本格付研究所（JCR）は、金融庁の「インパクト投資（インパクトファイナンス）に関する基

本的指針」に係る対応方針を整理しましたので、お知らせします。 

金融庁は 2024 年 3 月 29 日、「インパクト投資（インパクトファイナンス）に関する基本的指針」を公表

しました。当該指針は、「資金調達者と資金供給者などのインパクト投資市場の参加者が、様々な創意工夫

を通じて投資案件の組成や資金調達、これらの協働等を進めるに当たって参考となるよう、インパクト投資

として実現が望まれる基本的要素を明らかにすることで、インパクト投資の基本的な考え方等について共通

理解を醸成し、市場・実務の展開を促進すること」を目的としており、投資主体及びアセットクラスについ

ては対象を限定しておらず、幅広く包摂していること等から、今後のインパクトファイナンスに係る市場を

牽引する重要な指針であると JCR は認識しています。 

ただし、当該指針は「グリーン分野等での「ガイドライン」等と異なり、インパクト投資に該当するため

に充足が必須な実務的条件を網羅的に示すものではないことから、インパクト投資の実施等に当たり、イン

パクト投資としての整合性を内外の機関・部門等が本指針に照らして評価するといった活用は必ずしも想定

していない」と記載しており、その性質上、ガイドラインそのものではないことから、JCR はインパクトフ

ァイナンスに係る第三者意見の提出等を行う際、当該指針に係る適合性確認は行わず、当該指針を参照する

にとどめるものとします。適合性確認については、従来どおり、国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP 

FI）による「ポジティブ・インパクト金融原則」、環境省による「インパクトファイナンスの基本的考え方」

等に基づき行います。 

なお、今後のインパクトファイナンスに係る市場の動向によっては、上記の JCR の方針を見直すことは

あります。 

 

(担当) 梶原 敦子・新井 真太郎 
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